
 四日市市東日本大震災の被災者に係る国民健康保険料の減免の特例に関する規則の

一部を改正する規則をここに公布する。  
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四日市市規則第１２号  

四日市市東日本大震災の被災者に係る国民健康保険料の減免の特例に関する規

則の一部を改正する規則  

 四日市市東日本大震災の被災者に係る国民健康保険料の減免の特例に関する規則

（平成２３年四日市市規則第３０号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（対象者） （対象者） 

第２条 平成２３年３月１１日において

東日本大震災に対処するための特別の

財政援助及び助成に関する法律（平成２

３年法律第４０号）第２条第３項に規定

する特定被災区域に住所を有していた

者で次の各号のいずれかに該当するも

の（次条において「被災者」という。）

が属する世帯（国民健康保険法施行令

（昭和３３年政令第３６２号）第２９条

の３第２項に規定する基準所得額を合

算した額が６００万円を超える世帯を

除く。）であって、当該世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び納付義務者

は、四日市市国民健康保険条例（昭和３

６年四日市市条例第１５号）第２２条第

１号に規定する災害等により生活が著

しく困難となった者とする。 

第２条 平成２３年３月１１日において

東日本大震災に対処するための特別の

財政援助及び助成に関する法律（平成２

３年法律第４０号）第２条第３項に規定

する特定被災区域に住所を有していた

者で次の各号のいずれかに該当する者

（以下次条において「被災者」という。）

が属する世帯の納付義務者は、四日市市

国民健康保険条例（昭和３６年四日市市

条例第１５号）第２２条第１号に規定す

る災害等により生活が著しく困難とな

った者とする。 

 (1) 東日本大震災による被害を受けた



ことにより、主たる生計維持者が死亡

し、又は重篤な傷病を負った世帯に属

していた者 

 (2) 東日本大震災による被害を受けた

ことにより、主たる生計維持者の行方

が不明となった世帯に属していた者 

 (3) 東日本大震災による被害を受けた

ことにより、主たる生計維持者が事業

を廃止し、又は休止した世帯に属して

いた者 

 (4) 東日本大震災による被害を受けた

ことにより、主たる生計維持者が失職

し、給与収入が減少した世帯に属して

いた者 

(1) （略） (5) （略） 

(2) 原子力災害対策特別措置法第２０

条第２項の規定による計画的避難区

域又は緊急時避難準備区域の設定に

係る原子力災害対策本部長の指示の

対象となっている世帯に属していた

者 

(6) 原子力災害対策特別措置法第２０

条第３項の規定による計画的避難区

域又は緊急時避難準備区域の設定に

係る原子力災害対策本部長の指示の

対象となっている世帯に属していた

者 

(3) 指定が解除された特定避難勧奨地

点（原子力災害対策特別措置法第１７

条第９項の規定により設置された原

子力災害現地対策本部の長が、事故発

生後１年間の積算線量が２０ｍＳｖ

を超えると推定されるとして特定し

た住居をいう。）に居住していたため、

避難を行っている者 

(7) 東日本大震災により主たる生活維

持者の居住する住宅、家財その他財産

に損害を受けた世帯に属していた者 

(4)  （略） (8)  （略） 

 

   附 則  



（施行期日）  

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ 改正後の四日市市東日本大震災の被災者に係る国民健康保険料の減免の特例に関

する規則の規定は、平成３１年度以後の年度分の保険料について適用し、平成３０

年度分までの保険料については、なお従前の例による。  

（健康福祉部保険年金課） 

 


